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本学では、５月１９日（水）より、新型コロナウイルス感染症の学内感染の発生および愛

知県における感染状況等に鑑み、原則対面授業から原則遠隔授業に切り替えました。 

その後、学内感染の詳細な状況を把握しそれに基づく感染防止対策を徹底したこと、なら

びに、愛知県における感染者数等が概ね本年度当初の水準に低下しつつあることから、６月

２１日（月）より、本年度当初の授業方法（原則対面授業とし、教室で千鳥配置が不可能な

授業等のみ対面／遠隔併用または遠隔授業）に復帰します。 

 これに伴い、「新型コロナウイルス感染症にかかわる欠席について ⑧新型コロナウイル

スの感染不安により大きなストレスがある場合」の取扱いは廃止します。 
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